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議 107 

議案第１０７号  

   尼崎市防災会議条例の一部を改正する条例について  

 尼崎市防災会議条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

  平成２４年９月１１日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市防災会議条例の一部を改正する条例  

 尼崎市防災会議条例（昭和３８年尼崎市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。  

 第２条第２号中「その他」の次に「本市の地域に係る」を加え、同条

第３号を次のように改める。  

   前号に掲げるもののほか、市長の諮問に応じ、本市の地域に係る

防災に関する重要な事項を調査審議すること。  

 第２条第５号を削り、同条第４号中「市」を「本市」に改め、「災害

応急対策及び」を削り、同号を同条第５号とし、同条第３号の次に次の

１号を加える。  

   本市の地域に係る防災に関する重要な事項に関し、市長に意見を

述べること。  

 第３条第２項中第７号を第９号とし、第６号の次に次の２号を加える。  

   学識経験者  

   自主防災組織（災害対策基本法第５条第２項に規定する自主防災

組織をいう。）を構成する者  

 第９条第４項に後段として次のように加える。  

  この場合において、同条第１項中「委員」とあるのは「部会に属す

る委員（専門委員を含む。次項において同じ。）」と、同条第２項中

「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 



議 107-2 

（説 明）  

  災害対策基本法の一部を改正する法律（平成２４年法律第４１号）

の施行に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。  

 

 

 



議 108 

議案第１０８号  

   尼崎市災害対策本部条例の一部を改正する条例について  

 尼崎市災害対策本部条例の一部を改正する条例を次のように制定する。  

  平成２４年９月１１日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市災害対策本部条例の一部を改正する条例  

 尼崎市災害対策本部条例（昭和３８年尼崎市条例第１２号）の一部を

次のように改正する。  

 第１条中「第２３条第７項」を「第２３条の２第８項」に、「災害対

策本部」を「尼崎市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）」

に改める。  

 第２条中「当該本部の名称及び」を「その」に、「当該本部を」を

「災害対策本部を」に改める。  

 第３条第１項中「災害対策本部長」を「尼崎市災害対策本部長（以下

「災害対策本部長」という。）」に改め、同条第２項中「災害対策副本

部長」を「尼崎市災害対策副本部長」に、「助け」を「補佐し」に改め、

同条第３項中「災害対策本部員」を「尼崎市災害対策本部員（以下「災

害対策本部員」という。）」に改める。  

 第５条の見出しを「（委任）」に改める。  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

（説 明）  

  災害対策基本法の一部を改正する法律（平成２４年法律第４１号）

の施行に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。  

 

 

 



 



議 109 

議案第１０９号 

   尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

   条例について 

 尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

  平成２４年９月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する 

   条例 

第１条 尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例（昭和３９年尼崎市

条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  別表尼崎市立城内高等学校の項の次に次の１項を加える。 

尼崎市立琴ノ浦高等学校 尼崎市北城内４７番地の１ 

第２条 尼崎市立学校の設置及び管理に関する条例の一部を次のように

改正する。 

 別表尼崎市立尼崎工業高等学校の項、尼崎市立城内高等学校の項、

尼崎市立博愛幼稚園の項、尼崎市立梅園幼稚園の項、尼崎市立富松幼

稚園の項、尼崎市立武庫南幼稚園の項及び尼崎市立武庫庄幼稚園の項

を削る。 

   付 則 

 この条例は、平成２５年１月１日から施行する。ただし、第２条の規

定は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

（説 明） 

  尼崎工業高等学校及び城内高等学校を再編し、琴ノ浦高等学校を設

置するとともに、博愛幼稚園、梅園幼稚園、富松幼稚園、武庫南幼稚

園及び武庫庄幼稚園を廃止するため、条例改正が必要であることから、

本案を提出する。 



 



議 110 

議案第１１０号  

   尼崎市教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す  

る条例について  

 尼崎市教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定する。  

  平成２４年９月１１日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市教育職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正す  

る条例  

 尼崎市教育職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１８年尼崎市条例

第１２号）の一部を次のように改正する。  

 別表摘要１中「第２３条第１項」を「第２３条の２第１項」に改める。  

   付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

（説 明）  

  災害対策基本法の一部を改正する法律（平成２４年法律第４１号）

の施行に伴い、条例改正が必要であることから、本案を提出する。  

 

 

 



 



議 111 

議案第１１１号  

   尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例について 

 尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

  平成２４年９月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

   尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例 

 尼崎市立保育所条例（昭和２７年尼崎市条例第４５号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表尼崎市立浜保育所の項を削る。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（旧保育所建物の譲与） 

２ この条例の施行により保育所としての用途が廃止された後の当該保

育所の用に供されていた建物は、社会福祉法人が社会福祉法（昭和２

６年法律第４５号）第２条第３項第２号に規定する保育所を経営する

事業を行う場合において、当該保育所の用に供するときは、当該社会

福祉法人に譲与するものとする。 

 

 

 

（説 明） 

尼崎市立浜保育所を社会福祉法人へ移管するため、条例改正が必要

であることから、本案を提出する。 

 

 

 



 



 

 その他 



 



議 112 

議案第１１２号  

   工事請負契約について  

 金楽寺小学校南東棟等改築工事請負契約を次のとおり締結するため、

議決を求める。  

  平成２４年９月１１日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  金楽寺小学校南東棟等改築工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市金楽寺町２丁目３番１号  

         工事概要 南東棟等改築工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ７１６，９４０，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市杭瀬北新町１丁目５番１１号  

          宮崎建設株式会社  

           代表取締役 宮 崎 俊 二  

 

 

 

（説 明）  

  金楽寺小学校南東棟等改築工事を施行するため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

本案を提出する。  



議 112-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

南東棟改築工事  

鉄筋コンクリート造り ４階建て １棟  

 敷地面積 １３，２７９．００平方メートル  

 建築面積    ９５４．３７平方メートル  

 延べ面積  ３，６０６．８７平方メートル  

（主な諸室）  

 普通教室、特別支援学級教室、視聴覚教室、音楽教

室、図画工作教室、家庭科教室、多目的スペース 

 給食室棟改築工事  

鉄骨造り ２階建て １棟  

 建築面積 ４８０．９５平方メートル  

 延べ面積 ５６４．６６平方メートル  

 既存南東棟等解体工事（南東棟、給食室棟等）  

 既存校舎改修工事  

 屋外付帯工事（外構等）  

 

 

 

 

 



議 113 

議案第１１３号  

   工事請負契約について  

 塚口小学校西南棟改築等工事請負契約を次のとおり締結するため、議

決を求める。  

  平成２４年９月１１日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  塚口小学校西南棟改築等工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市塚口町４丁目３８番地の１  

         工事概要 西南棟改築等工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ７８５，４００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市道意町３丁目１番地  

          株式会社三田工務店  

           代表取締役 三 田 恭 男  

 

 

 

（説 明）  

  塚口小学校西南棟改築等工事を施行するため、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本

案を提出する。  



議 113-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

西南棟改築工事  
鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟  

 敷地面積 １６，２９７．５６平方メートル  
 建築面積    ７４１．２５平方メートル  
 延べ面積  ２，３３１．９５平方メートル 

（主な諸室） 

 視聴覚教室、職員室、校長室、集中下足室 

北棟耐震補強工事 

鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟  

延べ面積  ３，４４７平方メートル  

  主な工法  ＫＴブレース工法  

便所棟耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟  

延べ面積  ２，４９１平方メートル  

主な工法  耐震壁増設  

東棟耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟  

延べ面積  １，１２６平方メートル  

主な工法  ＫＴブレース工法  

 体育館耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ２階建て １棟 

延べ面積  ８９０平方メートル  

主な工法  鉄骨屋根補強  

既存校舎等解体工事（西南棟等）  
既存校舎改修工事  

 屋外付帯工事（外構等）  

 



議 114 

議案第１１４号  

   工事請負契約について  

 水堂小学校南棟改築等工事請負契約を次のとおり締結するため、議決

を求める。  

  平成２４年９月１１日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  水堂小学校南棟改築等工事請負のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市水堂町１丁目３２番８号  

         工事概要 南棟改築等工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  １，２４１，１００，０００円  

５ 契約の相手方 神戸市中央区磯上通４丁目１番６号  

          東洋・光邦特定建設工事共同企業体  

           代表者 東洋建設株式会社神戸営業所  

            所長 牧 野 吉 博  

 

 

 

（説 明）  

  水堂小学校南棟改築等工事を施行するため、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本案

を提出する。  



議 114-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

建 築  

南棟改築工事  

鉄筋コンクリート造り ２階建て １棟  

敷地面積 １５，２４４．３０平方メートル  

 建築面積  ３，６１２．７４平方メートル  

 延べ面積  ５，６４５．４４平方メートル  

（主な諸室）  

普通教室、特別支援学級教室、保健室、図書室、視

聴覚教室、コンピュータ室、音楽教室、給食室、職員

室、校長室、多目的スペース 

 東棟耐震補強工事  

  鉄筋コンクリート造り ３階建て １棟  

  延べ面積  １，２２４平方メートル  

  主な工法  パラレル工法  

体育館耐震補強工事  

鉄筋コンクリート造り(一部鉄骨造り) ２階建て １棟 

延べ面積  ８９１平方メートル  

  主な工法  鉄骨屋根補強  

既存校舎等解体工事（南棟、西棟、給食室棟等）  

 屋外付帯工事（グラウンド整備、外構等）  

 

 

 

 

 



議 115 

議案第１１５号  

   工事請負契約について  

 水堂小学校南棟改築等工事のうち電気設備工事請負契約を次のとおり

締結するため、議決を求める。  

  平成２４年９月１１日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  水堂小学校南棟改築等工事のうち電気設備工事請負

のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市水堂町１丁目３２番８号  

         工事概要 電気設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ２６６，２１９，１００円  

５ 契約の相手方 尼崎市稲葉元町２丁目４番９号  

          平尾電工株式会社  

           代表取締役 平 尾 秀 樹  

 

 

 

（説 明）  

 水堂小学校南棟改築等工事のうち電気設備工事を施行するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、本案を提出する。  



議 115-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

電 気  

電気設備工事  

  受変電設備工事               一式  

  幹線設備工事                一式  

  動力・電灯設備工事             一式  

  弱電設備工事                一式  

  太陽光発電設備工事             一式  

  既存東棟及び体育館耐震補強工事に係る電気設備工事  

                        一式  

  屋外電気設備工事              一式  

  既存校舎法令適合改修等工事         一式  

 

 

 

 

 



議 116 

議案第１１６号  

   工事請負契約について  

 水堂小学校南棟改築等工事のうち機械設備工事請負契約を次のとおり

締結するため、議決を求める。  

  平成２４年９月１１日提出  

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 契約の目的  水堂小学校南棟改築等工事のうち機械設備工事請負

のため  

２ 契約の内容  工事場所 尼崎市水堂町１丁目３２番８号  

         工事概要 機械設備工事  

３ 契約の方法  一般競争入札  

４ 契約の金額  ２２８，９００，０００円  

５ 契約の相手方 尼崎市南初島町１０番地１４９  

          株式会社阪神設備工業所  

           代表取締役 岡 本 太 一  

 

 

 

（説 明）  

 水堂小学校南棟改築等工事のうち機械設備工事を施行するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、本案を提出する。  



議 116-2 

（参 考）  

   工事概要  

種 別  内                容  

機 械  

機械設備工事 

  給排水衛生設備工事             一式 

  空気調和設備工事              一式 

  換気設備工事                一式 

  給湯設備工事                一式 

  消火設備工事                一式 

  既存東棟及び体育館耐震補強工事に係る機械設備工事 

一式 

  屋外機械設備工事              一式 

  既存校舎法令適合改修等工事         一式  

 

 

 

 

 









 



議 118 

議案第１１８号 

市道路線の認定について 

市道路線を次のとおり認定するため、議決を求める。 

平成２４年９月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 認定しようとする路線 

起     点 
路    線    名 

終     点 

若王寺２丁目１６６－７ 
市 道 第 ８ ２ １ 号 線 

若王寺２丁目１６６－２７ 

若王寺２丁目１６６－６６ 
市 道 第 ８ ２ ２ 号 線 

若王寺２丁目１６６－４３ 

若王寺２丁目１６６－５０ 
市 道 第 ８ ２ ３ 号 線 

若王寺２丁目１６６－５７ 

 

 

 

（説 明） 

  開発事業の帰属に伴う路線 

・認 定 路 線 ： 市道第８２１号線 

          市道第８２２号線 

           市道第８２３号線 

以上の路線を認定するため道路法第８条第２項の規定により、本案

を提出する。 

 

 

 

（参 考） 

市道路線の認定図（別紙） 



 





 



議 119 

議案第１１９号 

平成２３年度尼崎市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分 

について 

平成２３年度尼崎市下水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次のと

おり処分するため、議決を求める。 

平成２４年９月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金   ３，５６２，１０６，４５９円 

２ 処     分     額   １，２１０，０００，０００円 

３ 処 分 方 法   減債積立金へ積立 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 



 



議 120 

議案第１２０号 

平成２３年度尼崎市水道事業会計未処分利益剰余金の処分に 

ついて 

平成２３年度尼崎市水道事業会計に係る未処分利益剰余金を次のとお

り処分するため、議決を求める。 

平成２４年９月１１日提出 

尼崎市長 稲  村  和  美   

１ 当年度未処分利益剰余金   １，１８８，５４１，３４８円 

２ 処     分     額   １，１８８，５４１，３４８円 

３ 処 分 方 法   建設改良積立金へ積立 

 

 

 

（説 明） 

  未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第３２条第２項

の規定により、本案を提出する。 

 

 

 

 


